
髙
梨
家
の
醤
油
醸
造

高
梨
家
の
醤
油
醸
造
は
、
寛
文
元
年(

1661)

、
19
代
・
兵
左
衛
門
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
動
機

や
製
法
の
ル
ー
ツ
な
ど
は
判
然
と
し
な
い
が
、
稲
作
に
適
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
農
業
生
産
力
が

高
い
と
は
言
い
難
か
っ
た
上
花
輪
村
に
お
い
て
、
原
料
と
な
る
大
豆
や
麦
が
畑
作
に
よ
り
得
ら
れ
、

燃
料
と
な
る
薪
も
林
地
か
ら
確
保
で
き
た
こ
と
は
、
大
き
な
動
機
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

江
戸
川
舟
運
を
通
じ
て
、
江
戸
と
い
う
当
時
世
界
有
数
の
大
都
市
、
つ
ま
り
大
消
費
地
に
比
較
的

近
い
と
い
う
地
の
利
も
あ
り
、
ま
た
歴
代
の
精
勤
に
よ
り
、
髙
梨
家
の
醤
油
醸
造
業
は
隆
盛
す
る
。

文
政
十
二
年(

1829)

か
ら
は
幕
府
の
御
用
醤
油
と
な
り
、
ト
ッ
プ
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
っ
た

 

印
は

〈
最
上
醤
油
〉
を
名
乗
り
、
見
立
て
番
付
『
関
東
醤
油
番
付
』(

天
保
十
一
年(

1840))

で
は
東
大
関

に
位
置
す
る
な
ど
、
髙
梨
家
は
名
実
と
も
に
江
戸
を
代
表
す
る
醤
油
醸
造
家
で
あ
っ
た
。

更
な
る
発
展
を
目
指
し
、
大
正
六
年(
1917)
に
、
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
野
田
町
の
茂
木
家(

本
家
・

分
家)

、
流
山
の
堀
切
家
と
共
に
野
田
醤
油(
現
在
の
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
株
式
会
社)

を
設
立
し
、

髙
梨
家
の
醤
油
醸
造
販
売
業
は
家
業
か
ら
企
業
へ
と
転
換
す
る
。

サ
イ
ジ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ
ユ

ジ
ョ
ウ
ジ
ュ
ウ

(

2)

(

1)

(

1)

﹁
御
用
醤
油
製
法
の
覚
書
﹂
か
ら
は
︑
高
い
品
質
を
保
つ
た
め
に
良
い
原
料
を
用
い
︑
そ
れ
を
︑
洗
う
・
沸
騰
さ
せ
る

な
ど
は
勿
論
︑
羽
二
重
を
使
っ
て
入
念
に
不
純
物
を
漉
し
取
る
な
ど
︑
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

(

2)

幕
末
︑
江
戸
に
お
け
る
諸
物
価
高
騰
に
対
し
て
江
戸
幕
府
が
出
し
た
価
格
統
制
令(

イ
ン
フ
レ
対
策)

に
よ
り
“
上
物
醤
油

に
対
す
る
約
%
の
値
下
げ
”
を
命
じ
ら
れ
る
が
︑
醤
油
仲
間
陳
情
の
結
果
︑
元
治
元
年(

1864)

︑
高
梨
家
の

 

印
を
含
む
7
つ

の
銘
柄
に
限
り
︑︿
最
上
醤
油
﹀
と
し
て
価
格
据
え
置
き
で
の
販
売
が
許
可
さ
れ
た
︒
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